
こんな
時にお役に立ちます

免責期間開始後に一時的に復職し、その
後、再度就業障害となった場合には、免
責期間に応じて定めた右記の日数を限度
として、復職日数および免責期間を加え
た期間を通算して1免責期間とします。

※1 上の図は野村證券健康保険組合HP記載内容を参考に作成した図です。休職時の賞与配分等について
詳細にお知りになりたい方は、社内規定をご参照ください。

※2 補償内容および保険金をお支払いできない主な場合については、「お支払いする保険金のご説明」をご確認
ください。

ケガや病気による長期休業時の収入減少に際し、
最長60才まで､収入を補償します！

こんな
時にお役に立ちます

GLTD（団体長期障害所得補償保険）
■補償イメージ

免責期間はプランによって90日または、372日と異なります。
詳しくは、保険料表をご確認ください。

▲
支払開始

▲
一部職場復帰

▲
最長60才

ご
注
意

免責期間
90日

372日

一時的復職日数
7日

28日

（2023年5月承認）　B23-100477

団体割引

30％

GLTD
（団体長期障害所得補償保険） GLTD

（団体長期障害所得補償保険）

GLTD
（団体長期障害所得補償保険） 回復所得

GLTD（団体長期障害所得補償保険）
(回復した所得に応じて保険金をお支払いします。)

年
収

賞
与

月
収

免
責
期
間（
有
給
休
暇
等
）

健康保険の付加給付金
健康保険の
傷病手当金

標準報酬月額の
３分の２

（最長18か月）

健康保険の延長
傷病手当付加金
標準報酬月額の

３分の２
（最長18か月）

障害厚生年金等の社会保障給付
（該当者のみ）

就業障害
発生



　 男性M1

－

367円
385円
464円
594円
813円

1,078円
1,227円
1,163円

　 女性F1
90日
　◯（注1）
　◯（注2）

279円
390円
516円
730円
947円

1,231円
1,322円
1,131円

　 女性F11

－

235円
301円
421円
616円
927円

1,231円
1,322円
1,131円

　 男性M2

－

287円
304円
358円
445円
617円
811円
936円
931円

5万円

　 女性F2
372日
　◯（注1）
　◯（注2）

196円
258円
353円
501円
738円
959円

1,036円
928円

　 女性F21

－

191円
248円
342円
488円
736円
959円

1,036円
928円

　 男性M3

262円
270円
289円
347円
499円
674円
789円
784円

口数 1口 2口 3口 4口 5口 10口 15口
5万円 10万円 15万円 20万円 25万円 50万円 75万円

20口
100万円受取保険金月額

372日
－
－

　 女性F3

176円
229円
298円
430円
662円
876円
943円
830円

免責期間
精神障害補償特約

妊娠に伴う身体障害補償特約
保険金額（１口）

15 ～ 24才
25 ～ 29才
30 ～ 34才
35 ～ 39才
40 ～ 44才
45 ～ 49才
50 ～ 54才
55 ～ 59才

タイプ

●20口以下で設定してください。
●口数×5万円×12が年収の60％以内になる
ように設定してください。（注）

1口（5万円）～最高20口（100万円）までの
口数から設定いただけます。

（注1）統合失調症、躁うつ病等の精神障害を原因として発生した就業障害についても保険金をお支払いいたします。ただし、てん補期間は「2年間」が限度となっています。
（注2）妊娠、出産、早産、流産によって発生した身体障害による就業障害について保険金をお支払いいたします。

※1 団体割引30％を適用しています。　※2 補償内容および保険金をお支払いできない主な場合については、「お支払いする保険金のご説明」をご確認ください。
●このご案内は概要を説明したものです。ご加入にあたっては必ずWEBの各補償内容ページおよび「重要事項のご説明　契約概要のご説明・注意喚起情報のご説明」を

あわせてご覧ください。また、詳しくは「ご契約のしおり（普通保険約款・特約）」をご用意していますので、取扱代理店または引受保険会社までご請求ください。ご不明な点
につきましては、取扱代理店または引受保険会社にお問合わせください。

（注）設定された保険金額が被保険者の平均月間所得額（年間所得を1／12した金額）を上回って
いる場合には、その上回る部分については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。

口数決定
の目安

年令別
月払保険料
保険始期日
時点の
満年令

ご加入いただける方
役員・社員ご本人

（保険始期日時点で満15才から満59才まで）

月払保険料


